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新聞の購読契約トラブル！！ 

 

【事例１】玄関で「お届け物です。」と声がしたので出てみると、２０本入りの瓶ビールの

ケースが置かれていた。どこからかと尋ねると「○○新聞です。今取っている他社の契

約が終わってからでいいから、うちの新聞を契約してくれ。」と来訪の目的を初めて告げ

られた。今の新聞を変更する気もないし、先のことは分からないのでと断ったが、暴言

を吐きながら、ビールのケースを抱えて帰って行った。今時、こんな勧誘員がいるのが

信じられない。余りにひどい対応なので販売店や新聞社に注意してほしい。 

 

【事例２】先日、実家の父を訪ねると、3 社の新聞があった。父に問いただすが、判然とし

ないので、各新聞販売店に照会すると、ここ 2 か月の間にそれぞれ 2～5 年の契約が交わ

されていた。父は認知症気味であり、しかも日頃ほとんど新聞を読む習慣はない。契約

の解除を申し出たが、応じようとしない。 

 

【事例３】1 年前、A 社の購読契約が終了する来年からの約束で、洗剤と 3 ケ月分無料の条

件で 2 年契約をした。ところが、貰った洗剤をすべて使い切った先日、公正取引協議会

の申し合わせで３ケ月無料購読の条件は勘弁してほしいと言ってきた。契約違反なので、

契約そのものをなかったものにしてほしいと申し出たが、それはできないという。一方

的な条件変更を受け入れなければいけないのか。 

 

【事例４】勧誘員にいつでも止められるからと勧められ、２年間の購読契約をした。その

後、失業し購読料の支払いが難しくなったので、販売店に解約を伝えたが、解約はでき

ないと言われた。 

 

《相談員のアドバイス》 

☆インターネットの普及などにより、若年層を中心に新聞離れが言われていますが、その

分逆に、強引な新聞購読契約の勧誘が横行しているようです。 

特に、判断力に問題のある高齢者がその犠牲になっている傾向が最近の相談状況にも

顕著に表れています。 

☆新聞はその重要な社会的使命を理由に、自由競争を建前とする独占禁止法の例外措置と

して、国内どこでも均一価格で各戸配達が受けられるよう再販制度が容認されています。 

しかし、シェア自体の縮小に伴い、各社間の競争激化により、再販制度の根幹を揺る

がしかねない過剰な景品、無料購読期間の設定などが横行しています。 

業界自主ルールの遵守を前提として公正取引委員会から認証された新聞公正取引協議



会の公正取引規約によれば、景品類提供の制限として「景品類の提供に係る取引の価格

の 100分の 8又は 6か月分の購読料金の 100 分の 8のいずれか低い金額の範囲」と定め、

購読料から逆算すると現在、その上限額は 1,884 円となります。 

読者としても、景品の良し悪し、無料購読期間の有無で新聞を選ぶことのないよう、

また、過剰な景品の要求は控えるようにしましょう。 

☆訪問販売や電話勧誘販売による新聞購読契約は、契約日から 8 日以内であれば、クーリ

ング・オフが可能ですが、現在の新聞の購読期間が満了後に配達が始まるなど、クーリ

ング・オフが可能な期間を経過後に気付く事例が多く発生しています。 

☆どのような事情の変化が起こるかわかりません。現在履行中の購読契約終了後に始まる

ような先の契約、1 年以上の長期間の契約は、結ばないようにしましょう。 

☆口約束でも契約は成立しますが、後日争いが生じた時に自分の主張を証明するため、必

ず契約条件を記入した書面で交わすようにしましょう。 

☆新聞の購読契約を締結した際には、必ず控えを受け取るようにし、場所を決めて保管し、

新たな勧誘があった場合にも、いつからいつまで、どこの新聞を契約しているのか一目

瞭然で理解できるようにしておきましょう。 

☆基本は民法の「契約自由の原則」の支配を受けます。一旦結ばれた契約を一方的に破棄

することはできません。クーリング・オフは訪問販売等の特殊なケースでの例外規定で

す。権利の行使には制限があります。 

☆一般的なケースでは、契約を解除するためには、あくまで販売店との交渉となります。 

☆社団法人日本新聞協会の倫理綱領には「販売活動においては、自らを厳しく律し、ルー

ルを順
ﾏ ﾏ

守して節度と良識のある競争の中で、読者の信頼と理解を得るよう努める。」と

定めているが、マスコミ業界の中で新聞業界と放送業界とが系列化されており、相互け

ん制作用が働かない現状では、消費者自らが賢明になるしかありません。 


